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新型コロナワクチンの追加接種
（３回目）の情報について

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチンの効果が低下
することが報告されています。国の方針に基づき、本市においても新型コロナワクチンの２回目接種
を終了した日から原則８カ月経過した18歳以上の方を対象に、ワクチンの追加接種を行います。以下
の情報は、すべて12月10日時点になります。

追加接種対象者には、順次市から接種クーポン券を送付します。ただし国の方針に
より、前倒しして送付する場合があります。詳細は市ホームページや、接種券が届い
た方は同封のチラシをご覧ください。

１・２回目と異なるワクチンを打つ交互接種が認められました。本市では国の方針に則り、以下の
２種類のワクチンの接種機会を設けます。

⃝ファイザー社製ワクチン
◦市内個別医療機関：市ホームページをご参照ください
　�　�※個別医療機関は接種券が届き次第予約可能です。予約方法がそれぞれ異なりま
すのでご注意ください。
◦�マックシール巽病院・池田回生病院：予約システムまたは市コールセンター（☎
0570・070・767）
　※２月１日から接種開始予定。
⃝モデルナ社製ワクチン
◦�保健福祉総合センター（集団接種会場）：予約システムまたは市コールセンター（☎
0570・070・767）
　※スケジュールが前倒しとなった場合、ワクチンの種類が異なることがあります。

■接種時期および接種券発送日
2月 3月

追加接種
可能日

（２回目接種日）

2月1日㈫～14日㈪
（3年6月1日～14日）

2月15日㈫～28日㈪
（6月15日～28日）

3月1日㈫～14日㈪
（6月29日～7月14日）

3月15日㈫～28日㈪
（7月15日～28日）

接種券
発送時期 1月14日頃 1月31日頃 2月14日頃 2月28日頃

※追加接種可能日は２回目接種日から８カ月後の同じ日付になります（例：６月15日→２月15日）。
ただし、８カ月後に同じ日付がない場合は翌月の１日からになります（例：６月29日→３月１日）。

■本市予約システムにおける予約枠開放スケジュール

予約開始日 1月14日㈮ 1月31日㈪ 2月14日㈪ 2月28日㈪

予約可能日

巽・回生病院
（ファイザー） 2月1日㈫～14日㈪ ～2月28日㈪ ～3月14日㈪ ～3月28日㈪

保健福祉総合センター
（モデルナ） 2月1日㈫～28日㈪ ～3月14日㈪ ～3月31日㈭ 未定

※スケジュールは変更する場合があります。詳細は、接種券に同封のチラシをご覧ください。

接種券の発送スケジュール

ワクチンの種類・予約方法

市ホームページ

予約システム

個別接種
（医療機関
での接種）
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問い合わせは新型コロナワクチンコールセンター☎0570・070・767
午前９時～午後５時（年末年始は除く）

※電話料金は個人負担になります。

接種証明書をスマートフォンで確認できるようにな
りました。マイナンバーカードをお持ちの方は専用の
アプリをダウンロードすることで、電子証明書を発行
できます。証明書発行アプリに関する問い合わせは厚
生労働省（☎0120・761770）にご確認ください。
マイナンバーカードの発行や券面事項入力補助用暗
証番号（4桁）の再設定については、総合窓口課（☎
754・6243）にご確認ください。
なお、紙媒体での申請の場合は、郵送のみ受け付け
ています。必要書類（全戸配布しているチラシを参
照）・返信用封筒（切手貼済）を同封の上、下記住所ま
で送付ください。
〒563-8666　池田市城南1-1-1　新型コロナワクチ
ン対策課　接種証明書担当
※発行には本市到着から３週間～２カ月ほどかかりま
す。窓口での申請は受け付けていません。

５～11歳の接種に関しては、２月から接種が開始できるように国から準備の依頼がきていますが、具体的な接種
体制が決定していません。詳細は分かり次第、お知らせします。

※日本国内において、接種事実を公的に証明する書類は接種済証、接種記録書、接種証明書の３種類です。現段階
ではいずれもワクチンの接種歴を証明する書類となっています。

接種証明書の電子化について

小児の１・２回目接種について

年始は申請が混み合い、発行が遅れる可能
性があります。接種済証（臨時）・接種記録
書でも接種を証明する書類となるので、ご
活用ください。

接種済証

接種証明書接種記録書



2022.1　広報いけだ　　8

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

子育て世帯への臨時特別給付金
の案内
３年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における子育て世帯を支援
する取組として、以下の方へ給付金を支給します。（所得制限あり）

支給対象者
平成15年4月２日から令和4年３月31日までに
出生した児童（以下、「対象児童」という。）を養育す
る支給対象者
①�本市から令和３年9月分（9月に出生した児童が
いる場合は10月分とする）の児童手当（特例給付
を除く。以下同じ）を受給された方
②�対象児童を養育する児童手当受給者と同じ所得水
準にある方
※上記のうち、高校生年齢のみの児童を養育する方
や勤務先から児童手当を受給している公務員など
は、申請が必要です。

詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせは子育て世帯臨時特別給付金特設窓口☎754・6612

おでかけ号（施設循環福祉バス）の
デザインが変わります

問い合わせは高齢・福祉総務課☎754・6250

１月4日㈫から市内施設を循環する福祉バスのデ
ザインが新しくなります。デザインが変わるのは、
３台運行しているうちの１台「おでかけ号」です。
市民の皆さんに親しみを持ってもらえるよう、ふく

まるくんと観光大使ひよこちゃんを取り入れた、黄
色の明るいデザインとなっています。乗車の際は同
バス停留所で手を上げてお待ちください。

市ホームページ


